
様式１

事業報告書
医療法人整理番号 01812
報告期間 自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

1 事業報告書の概要
(1) 名称 社会医療法人志聖会

分類① 社団（出資持分なし）
分類② 社会医療法人
分類③ 基金制度不採用

(2) 事務所の所在地 都道府県 愛知県
市区町村 犬山市
町名・番地 大字五郎丸字二タ子塚６
建物名

従たる事務所の記載はこちら
(3) 設立認可年月日 昭和43年9月21日

(4) 設立登記年月日 昭和43年9月27日

(5) 理事長の氏名 姓 竹腰
名 篤

役員及び評議員の人数 11 理事長を含む人数を記載すること。
役員及び評議員 記載はこちら

2 事業の概要
(1-1) 本来業務（病院、診療所） 記載はこちら
(1-2) 本来業務（介護老人保健施設、介護医療院） 記載はこちら
(2) 附帯業務 記載はこちら
(3) 収益業務 記載はこちら
(4) 記載はこちら

(5) 記載はこちら
(6) 記載はこちら
(7) 記載はこちら

(8) 記載はこちら 全ての指定内容について記載しても差し支えない。

(9) その他 記載はこちら 当該会計年度内に行われた工事、医療機器の購入又は
リース契約、診療科の新設又は廃止等を記載する。（任
意）

当該会計年度内に購入した医療機関債
当該会計年度内に開設（許可を含む）した主要な施設

当該会計年度内に他の法律、通知等において指定された内容

(5)、(6)については、医療機関債を発行又は購入する医
療法人が記載し、(7)以下については、病院、介護老人保
健施設又は介護医療院を開設する医療法人が記載し、
診療所のみを開設する医療法人は記載しなくても差し支え
ないこと。

分類①から③のそれぞれの項目（③は社団のみ。）につい
て、該当するものをリストから選択すること。（会計年度内に
変更があった場合は変更後。）
複数の事務所を有する場合は、主たる事務所と従たる事
務所を記載すること。

当該会計年度内に社員総会又は評議員会で議決又は同意した事項

当該会計年度内に発行した医療機関債



様式１︓1-(2)

事業報告書
1-(2) 従たる事務所の所在地

都道府県 市区町村 町名・番地 建物名
愛知県 犬山市 大字五郎丸字二タ子塚６
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様式１︓1-(5)

事業報告書
1-(5) 役員及び評議員

役職 姓 名 備考
理事 竹腰 篤 理事長
理事 齊藤 雅也 総合犬山中央病院管理者
理事 鬼頭 すみゑ
理事 武田 明久
理事 杉村 恒人
理事 加藤 彰裕
理事 太田 圭洋 社会医療法人　名古屋記念財団　理事長
理事 今村 康宏 医療法人　済衆館　理事長
理事 宮村 耕一
監事 千田 康右
監事 川本 一男

注）１．「社会医療法人、特定医療法人及び医療法第４２条の３第1項の認定を受けた医療法人」以外の
医療法人は、記載しなくても差し支えないこと。

２．理事の備考欄に、当該医療法人の開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は
介護医療院（医療法第４２条の指定管理者として管理する病院等を含む。）の管理者であることを
記載すること。（医療法第４６条の５第６項参照）

３．評議員の備考欄に、評議員の選任理由を記載すること。（医療法第４６条の４第１項参照）
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様式１︓2-(1)

事業報告書
2-(1) 本来業務

（開設する病院、診療所（医療法第４２条の指定管理者として管理する病院等を含む。）の業務）
許可病床数

種類 施設の名称 指定管理 施設の医療機関コード 開設場所 一般病床 療養病床 医療保険 介護保険 精神病床 感染症病床 結核病床
病院 社会医療法人志聖会　総合犬山中央病院 2313400521 愛知県犬山市大字五郎丸字二タ子塚６ 288 0 0 0 0 0 0

注）１．地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者として管理する施設については、指定管理の欄に記載すること。
２．療養病床に介護保険適用病床がある場合は、医療保険適用病床と介護保険適用病床のそれぞれについて内訳を記載すること。
３．介護老人保健施設又は介護医療院の許可病床数の欄は、入所定員及び通所定員を記載すること。
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様式１︓2-(1)

事業報告書
2-(1) 本来業務

（介護老人保健施設又は介護医療院（医療法第４２条の指定管理者として管理する病院等を含む。）の業務）

種類 施設の名称 指定管理 施設の介護事業所番号 開設場所 入所定員 通所定員

注）１．地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者として管理する施設については、指定管理の欄に記載すること。
２．療養病床に介護保険適用病床がある場合は、医療保険適用病床と介護保険適用病床のそれぞれについて内訳を記載すること。
３．介護老人保健施設又は介護医療院の許可病床数の欄は、入所定員及び通所定員を記載すること。
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様式１︓2-(2)

事業報告書
2-(2) 附帯業務（医療法人が行う医療法第４２条各号に掲げる業務）

種類又は事業名 委託管理 実施場所 備考
犬山南地区高齢者あんしん相談センター 犬山市 愛知県犬山市大字五郎丸字二タ子塚６
犬山中央居宅介護支援事業所 愛知県犬山市大字五郎丸字二タ子塚６
犬山中央訪問看護ステーション 愛知県犬山市大字五郎丸字二タ子塚６
みどりの園（病児保育） 犬山市 愛知県犬山市大字五郎丸字二タ子塚６

注）地方公共団体から委託を受けて管理する施設については、その旨を委託管理の欄に記載すること。
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様式１︓2-(3)

事業報告書
2-(3) 収益業務（社会医療法人又は医療法第４２条の３第 1 項の認定を受けた医療法人が行うことができる業務）

種類 実施場所 備考
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様式１︓2-(4)-(9)

事業報告書
2-(4) 当該会計年度内に社員総会又は評議員会で議決又は同意した事項

日付
令和6年6月27日
令和7年3月27日

議決又は同意した事項
①2023年度　事業の決定、②2023年度　決算の決定、③資産総額の決定、④理事および監事選任の承認
①2025年度　事業計画の決定、②2025年度　収支予算の決定、③2025年度　借入金最高限度額の決定

注）2-(5)、2-(6)については、医療機関債を発行又は購入する医療法人が記載し、(7)以下については、病院、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する医療法人が記載し、診療所のみを開設する医療法人は記載しなくても差し支えないこ
と。



2-(5) 当該会計年度内に発行した医療機関債
発行総額 申込期間（開始日） 利率 償還方法
申込単位 申込期間（終了日） 払込期日 償還期限

注）医療機関債の発行総額、申込単位、申込期間、利率、払込期日、資金使途、償還の方法及び期限を記載すること。なお、発行要項の写しの添付に代えても差し支えない。
医療機関債を医療法人が引き受けた場合には、当該医療法人名を全て明記すること。

資金使途 医療機関債を引き受けた医療法人名



2-(6) 当該会計年度内に購入した医療機関債
医療機関債の発行により資産の取得が行われる医療機関と同一の二次医療圏内に自らの医療機関を有しており、
これらの医療機関が地域における医療機能の分化・連携に資する医療連携を行っており、
かつ、当該医療連携を継続することが自らの医療機関の機能を維持・向上するために必要である理由

医療機関債名 発行元医療法人名 購入総額 償還期間（開始日〜終了日）

注）
１．医療機関債を購入する医療法人は、医療機関債の発行により資産の取得が行われる医療機関と同一の二次医療圏内に自らの医療機関を有しており、これらの医療機関が地域における医療機能の分化・連携に資する医療連携を行って
おり、かつ、当該医療連携を継続することが自らの医療機関の機能を維持・向上するために必要である理由を記載すること。
２．購入した医療機関債名、発行元医療法人名、購入総額及び償還期間を記載すること。なお、契約書又は債権証書の写しの添付に代えても差し支えない。



2-(7) 当該会計年度内に開設（許可を含む）した主要な施設
日付 開設（許可を含む）した主要な施設



2-(8) 当該会計年度内に他の法律、通知等において指定された内容
日付

注）全ての指定内容について記載しても差し支えない。

他の法律、通知等において指定された内容



2-(9) その他
日付
令和6年4月30日
令和6年4月1日
令和6年4月30日
令和6年7月31日
令和6年8月31日
令和6年8月31日
令和6年8月31日
令和6年9月30日
令和6年9月30日
令和6年9月30日
令和6年12月31日

マリンコートリモの購入（特殊浴槽）
超音波画像診断装置の購入
内視鏡超音波観測装置の購入
超音波消化管ビデオスコープの購入
超音波診断装置の購入（ARIETTA50）
脳波計の購入（EEG-1260）

全身麻酔装置の購入

記載事項
自動精算機の購入
調剤支援システムのリース契約（ソフトウェア）
調剤支援システムの購入（ハード）
医用テレメーターの購入

注）当該会計年度内に行われた工事、医療機器の購入又はリース契約、診療科の新設又は廃止等を記載する。（任意）



様式第一号

法人名 社会医療法人志聖会 ※医療法人整理番号 01812
所在地 愛知県犬山市大字五郎丸字二タ子塚６

貸借対照表
令和7年3月31日 現在

（単位︓千円）
資産の部　 負債の部　

科目　　 金額 科目　　　 金額
Ⅰ 流動資産 1,877,388 Ⅰ 流動負債 996,521

現金及び預金 1,047,038 買掛金 225,853
事業未収金 759,736 未払金 149,100
未収金 10,755 短期借入金 86,458
貸倒引当金 -4,622 前受金 220,000
たな卸資産 57,327 預り金 6,980
前払費用 3,729 従業員預り金 50,720
その他の流動資産 3,423 その他の流動負債 13

短期リース債務 58,631
賞与引当金 190,074
未払法人税等 71
未払消費税等 8,617
その他の流動負債

Ⅱ 固定資産 3,617,641
1 有形固定資産 2,398,097 Ⅱ 固定負債 1,055,352

建物 4,363,207 長期借入金 520,105
構築物 206,187 長期リース債務 201,380
医療用器械備品 1,781,328 退職給付引当金 333,867
その他の器械備品 534,853 その他引当金
車両及び船舶 16,388 その他の固定負債
土地 1,026,231
建設仮勘定 49,530
減価償却累計額 -5,579,630

負債合計　 2,051,873
純資産の部　

2 無形固定資産 95,520 科目　　　 金額
借地権 36,354 Ⅰ 基金
ソフトウェア 59,125
その他の無形固定資産 40 Ⅱ 積立金 3,443,155

設立等積立金 222,372
3 その他の資産 1,124,023 その他積立金 1,102,837

有価証券 3,662 繰越利益積立金 2,117,944
長期貸付金 7,480

その他の固定資産 -5,878
その他の固定資産 1,000

その他の固定資産 974
長期前払費用 8,843 Ⅲ 評価・換算差額等
その他の固定資産 1,102,837 その他有価証券評価差額金
その他の固定資産 8,409 繰延ヘッジ損益
貸倒引当金 -3,306

純資産合計 3,443,155
資産合計　 5,495,029 負債・純資産合計 5,495,029

（注）１．表中の科目について、不要な科目は削除しても差し支えないこと。また、別に表示することが適当であると認められるものについては、当該資産、
　　　　　　負債及び純資産を示す名称を付した科目をもって、別に掲記することを妨げないこと。
　　　　２．社会医療法人及び特定医療法人については、純資産の部の基金の科目を削除すること。



様式第二号

法人名 社会医療法人志聖会 医療法人整理番号 01812
所在地 愛知県犬山市大字五郎丸字二タ子塚６

損 益 計 算 書
自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

（単位︓千円）

Ⅰ 事業損益
Ａ 本来業務事業損益

1 事業収益 5,128,623
2 事業費用

(1) 事業費 5,408,835
(2) 本部費 5,408,835

本 来 業 務 事 業 損 失 280,212
Ｂ 附帯業務事業損益

1 事業収益 70,743
2 事業費用 74,284

附帯業務事業損失 3,541
Ｃ 収益業務事業損益

1 事業収益
2 事業費用

収益業務事業利益 0
事 業 損 失 283,753

Ⅱ 事業外収益
受取利息 905
その他の事業外収益 92,124 93,029

Ⅲ 事業外費用
支払利息 1,348
その他の事業外費用 14,410 15,758

経 常 損 失 206,482
Ⅳ 特別利益

固定資産売却益 11
その他の特別利益 8,072 8,083

Ⅴ 特別損失
固定資産売却損 0
その他の特別損失 13,482 13,482

税 引 前 当 期 純 損 失 211,881
法人税・住民税及び事業税 71
法 人 税 等 調 整 額 0 71
当 期 純 損 失 211,952

　 (注) １．利益がマイナスとなる場合には、「利益」を「損失」と表示すること。
２．表中の科目について、不要な科目は削除しても差し支えないこと。また、別に表示することが適当であると認められるものについては、
　　当該事業損益、事業外収益、事業外費用、特別利益及び特別損失を示す名称を付した科目をもって、別に掲記することを妨げないこと。

科目 金　　　　　　額



様式第三号

法人名　社会医療法人志聖会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 1 8 1 2

所在地　愛知県犬山市大字五郎丸字二夕子塚6　　　　　　　　　　　 

１．資　　　 産　　　 額 千円

２．負　　　 債　　　 額 千円

３．純　　資　　産　　額 千円

（内　　訳） （単位：千円）

Ａ　流　動　資　産

Ｂ　固　定　資　産

Ｃ　資　産　合　計 （Ａ＋Ｂ）

Ｄ　負　債　合　計

Ｅ　純　　資　　産 （Ｃ－Ｄ）

 (注) 財産目録の価額は、貸借対照表の価額と一致すること。

土地及び建物について、該当する欄の□を塗りつぶすこと。

土　　　　地 （□ 法人所有　□ 賃借　■ 部分的に法人所有(部分的に賃借)）

建　　　　物 （■ 法人所有　□ 賃借　□ 部分的に法人所有(部分的に賃借)）

2,051,873

※医療法人整理番号

財 産 目 録

（令和 ７年 ３月３１日現在）

5,495,029

2,051,873

3,443,155

3,443,155

区　　　　　　　　　　分 金　　　額

1,877,388

3,617,641

5,495,029



様式５

法人名　社会医療法人志聖会　　　　　　　　　　　　　 0 1 8 1 2

所在地　愛知県犬山市大字五郎丸字二夕子塚6　　　　　　　　　　　

(1)法人である関係事業者

（取引条件及び取引条件の決定方針等）

(2)個人である関係事業者

（取引条件及び取引条件の決定方針等）

該当なし

所在地

関係事業者との取引の状況に関する報告書

種類 名称
資産
総額

(千円)

事業の
内容

関係事
業者と
の関係

取引の
内容

取引
金額

(千円)

取引
金額

(千円)
科目

期末
残高

(千円)

科目
期末
残高

(千円)

※医療法人整理番号

該当なし

種類 氏名 職業
関係事
業者と
の関係

取引の
内容



監 事 監 査 報 告 書 

 

社会医療法人 志 聖 会 

理 事 長 竹 腰  篤 殿 

 

私たちは、社会医療法人 志聖会の令和６年度（令和６年４月１日から令和７

年３月３１日まで）の業務及び財産の状況等について監査を行いました。 

その結果につき、以下のとおり報告いたします。 

 

監査の方法の概要 

 私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執

行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な施設において業務

及び財産の状況を調査し、事業報告を求めました。また、事業報告書並びに会計

帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち財産目録、貸借対照表及び損益計算書

の監査を実施しました。 

記 

監査結果 

(1) 事業報告書は、法令及び定款に準拠して、作成されているものと認めます

が、予算と実績の乖離が多額のため、今後は予算策定をより慎重に行う事

を期待します。 

(2) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合

致しているものと認めます。 

(3) 計算書類は、法令及び定款に準拠して、作成されているものと認めます。 

(4) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大

な事実は認められません。 

 

その他 

すでに、新病院の建築は着工しているが、早期の入院患者増に向けて、理事長

を先頭に経営改善に努力する事を期待します。 

 

令和 ７年  ５ 月 ２６日    

      社会医療法人 志 聖 会    

 

 監 事           千 田 康 右     

 

 監 事             川 本 一 男 



重要な会計方針等の記載及び貸借対照表等に関する注記 
 
 
１ 継続事業の前提に関する事項 
    該当なし 
 
２ 資産の評価基準及び評価方法 
  ①有価証券 
    その他有価証券（時価のないもの） 
    移動平均法による原価法を採用しております。 
  ②たな卸資産 
    最終仕入原価法による低価法を採用しております。 
 
３ 固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く。） 
    定率法（ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（付属設備を除く。） 

及び平成 28 年 4 月 1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物は定額法）を採

用しております。 

② 無形固定資産（リース資産を除く。） 
    定額法を採用しております。 

③ リース資産 
    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 
 
４ 引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 
    前々会計年度末日の負債総額が 200 億円未満であることから、一般債権について 

は法人税法における貸倒引当金の繰入限度額を、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 
② 賞与引当金 

    従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当会計年度

に負担すべき額を計上しております。 
③ 退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備えるため、当会計年度末における退職給付債務に基づ    

き当会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。 
    なお、前々会計年度末日の負債総額が 200 億円未満であることから、簡便法を適

用し、退職給付債務を期末自己要支給額により算定しております。 
④ 返還免除引当金 

    将来の看護修学資金貸付の返還免除による損失に備えるため、返還免除の実積率 
    により返済免除見込額を計上しております。 
 
５ 消費税及び地方消費税の会計処理の方法 
  ①消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 
  ②資産に係る控除対象外消費税等は発生会計年度の期間費用としております。 



６ その他貸借対照表等作成のための基本となる重要な事項 
   補助金等の会計処理方法 
    補助金等の収益計上時期については、交付決定を受けた会計年度に収益として 
    計上しております。 
 
７ 重要な会計方針を変更した旨等 
    該当なし 
 
８ 資産及び負債のうち収益業務に関する事項・収益業務からの繰入金の状況に関する事 
  項 
    該当なし 
 
９ 担保に供されている資産に関する事項 
  《担保に供している資産》 
    建物 ：   126,708 千円 

    土地 ：   171,032 千円 

  《担保に係る債務》 

    短期借入金 ：      －千円 

    長期借入金 ：  190,837 千円 

    （1年以内に返済予定を含む） 

 

１０ 法第５１条第１項に規定する関係事業者に関する事項 
    該当なし 
 
１１ 重要な偶発債務に関する事項 
    該当なし 
 
１２ 重要な後発事象に関する事項 
    該当なし 
 
１３ その他医療法人の財政状態又は損益の状況を明らかにするために必要な事項 

補助金の内訳 
     交付者：厚生労働省・愛知県等 

      損益計算書への影響額 ：   53,545 千円 

      貸借対照表への影響額（未収入金） ：   6,760 千円 



様式第四号

法人名　社会医療法人志聖会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 1 8 1 2

所在地　愛知県犬山市大字五郎丸字二夕子塚6　　　　　　　　　　　 

（単位：千円）

   当期純利益 0

 会計年度中の変動額

▲ 211,951

3,443,1553,443,155

0 ▲ 211,951

2,117,944

▲ 211,951 ▲ 211,951

▲ 211,951 ▲ 211,951

 令和 7年3月31日　残高 222,372 1,102,837

 会計年度中の変動額合計 0 0

2,329,896

※医療法人整理番号

設立等積立金 本館建替準備積立金 繰越利益積立金

純 資 産 変 動 計 算 書

（自　令和 ６年　４月　１日　　至　令和７年　３月３１日）

積立金

積立金合計
純資産合計

3,655,107 令和 6年4月1日　残高 222,372 1,102,837 3,655,107



様式第五号

法人名　社会医療法人志聖会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 1 8 1 2

所在地　愛知県犬山市大字五郎丸字二夕子塚6　　　　　　　　　　　 

※医療法人整理番号

有 形 固 定 資 産 等 明 細 書

資産の種類
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

 当期末減価償
 却累計額又は
 償却累計額

当期償却額
差      引
当期末残高

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

74,775 1,781,328 1,547,092

構 築 物

建 物 4,359,567 3,640 - 4,363,207

206,187 - - 206,187 188,846

3,507,394

1,026,231

228,416 2,398,097

49,530

（千円）

17,341

534,853 319,908 53,634 214,945

16,388 16,388 - 0

234,235

1,712

54,422 855,813

118,646

-

--

7,916,234 136,999 75,505 7,977,728 5,579,630

ソフトウェア 155,876 35,224 - 191,101 131,976

有
形
固
定
資
産

建設仮 勘定 45,350 4,180 - 49,530 -

車両及び船舶 17,118 - 730

その他の器械備品 521,869 12,984 -

医療用器械器具 1,762,760 93,344

土 地 1,003,379 22,851 - 1,026,231

計

無
形
固
定
資
産

借 地 権 36,354 - - 36,354 - -

計 192,272 35,224 - 227,496 131,976 13,250

その他の無形固定資産 40 - - 40 - -

13,250

そ
の
他
の
資
産

投資有価証券 3,662 - - 3,662

計 1,111,959 18,692 33,731 1,124,023

1,000

その他の固定資産 4,999

28,715 7,480

本館建替準備積立預金 1,102,837 - - 1,102,837

8,409 4,999 8,409

1,124,023

7,480

長期前払費用 - 8,843 - 8,843 - - 8,843

出　資　金

保　証　金

- - -1,000

- -

- -

従業員長期貸付金 34,755 1,440

991 - 17 974 - - 974

- - 3,662

- - 1,102,837

- - 8,409

- 1,000

40

36,354

59,125

95,520



様式第六号

法人名　社会医療法人志聖会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※医療法人整理番号 0 1 8 1 2

所在地　愛知県犬山市大字五郎丸字二夕子塚6　　　　　　　　　　　 

区　　　　分

－

貸 倒 引 当 金

賞 与 引 当 金

退 職 給 付 引 当 金

8,072 7,929 －

364,636 57,661 88,430

186,033 190,074 186,033

333,867

－ 190,074

8,072 7,929

前期末残高

（千円）

当期増加額

（千円）

当期減少額
（そ の 他）

（千円）

引 当 金 明 細 表

当期減少額
（目的使用）

（千円）

当期末残高

（千円）

＊＜減少の理由＞　貸倒引当金の繰入限度額の洗い替えの為減

5,878返 還 免 除 引 当 金 33,090 1,503 28,715 －



様式第七号

法人名　社会医療法人志聖会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※医療法人整理番号 0 1 8 1 2

所在地　愛知県犬山市大字五郎丸字二夕子塚6　　　　　　　　　　　 

（千円）

（千円）

81,420

区　　　　分

81,420 2027年度 81,4202025年度 86,458 2026年度

―

1年以内に返済予定
の長期借入金

長期借入金（1年以内に
返済予定のものを除く。）

合　　　　　　計

93,082

―606,563

2028年度 81,420

520,105 0.25

86,458 0.19

58,631

2029年度

当 期 末 残 高

（千円）

平均利率

―

2030年11月
～2031年3月

2030年12月
～2044年4月

長期借入金返済予定額

（％）

―

―－短期借入金 160,000 －

415,726

668,808

返済期限

借　入　金　等　明　細　表

前 期 末 残 高

（千円）

21,921

1年以内に返済予定
のリース債務

リース債務（1年以内に
返済予定のものを除く。）

59,464

2027年度 58,631 2028年度 58,631 2029年度

リース債務返済予定額

2025年度 58,631 2026年度 58,631

238,615 201,380



様式第八号

法人名　社会医療法人志聖会　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※医療法人整理番号 0 1 8 1 2

所在地　愛知県犬山市大字五郎丸字二夕子塚6　　　　　　　　　 

【債　券】

【その他】

岐阜関カントリー倶楽部 1口

有　価　証　券　明　細　表

貸借対照表価額

（千円）

（千円）

貸借対照表価額

（千円）

券  面  総  額

2,262岐阜カントリークラブ 1口

1,400

計 3,662

銘　　　　　　　　　　　　柄

種　類　及　び　銘　柄 口　数　等

計

該当なし



様式第九の一号

法人名　社会医療法人志聖会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 1 8 1 2

所在地　愛知県犬山市大字五郎丸字二夕子塚6　　　　　　　　　　　 

（単位：千円）

※医療法人整理番号

事　業　費　用　明　細　表

事 業 費
区　　　分

本 来 業 務 事 業 費 用
附帯業務
事業費用

合　　　計

1,047,237

給与費 3,206,424 63,817 3,270,242

-材料費 1,047,237

244,974

経費 754,476 5,180 759,656

委託費 239,688 5,286

448,053

　研究研修費 13,519 118 13,637

　設備関係費 445,352 2,700

5,483,119

297,966

その他の事業費用 161,008 - 161,008

　医業費 295,604 2,361

計 5,408,835 74,284



様式第九の二号

法人名　社会医療法人志聖会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 1 8 1 2

所在地　愛知県犬山市大字五郎丸字二夕子塚6　　　　　　　　　　　 

（単位：千円）

Ⅰ 材料費

期首材料棚卸高

医薬品費

医薬品試薬

診療材料費

給食用材料費

医療用消耗器具備品費

期末材料棚卸高

Ⅱ 給与費

医師給

医療技術員給

看護師給

事務員給

労務員給

（非）医師給

（非）医療技術員給

（非）看護師給

（非）事務員給

（非）労務員給

役員報酬

賞与

賞与引当金繰入

退職給付費用

法定福利費

Ⅲ 委託費

検査委託費

寝具委託費

清掃委託費

保守委託費

その他委託費

Ⅳ 経費

１　設備関係費

車両関係費

修繕費

減価償却費

機器賃借料

地代家賃

固定資産税等

※医療法人整理番号

事　業　費　用　明　細　表

科　　　　　　　　　　目 金　　　額

48,724

57,862

（自　令和 ６年　４月　１日　　　至　令和 ７年　３月３１日）

28,445

▲ 57,327 1,047,237

413,340

123,884

432,306

286,917

85,788

174,558

566,223

397,011

623,054

53,683

280

258,142

15,210

121,348

59,827

33,911

6,652

190,074

57,661

380,460 3,270,242

5,634

28,648

241,727

66,480

59,365

78,564 244,974

83,177

41,747

1,684



機器保守料

機器設備保険料

２　研究研修費

図書費

研究旅費

研究雑費

３　医業費

福利厚生費

旅費交通費

通信費

広告宣伝費

交際接待費

消耗品費

消耗器具備品費

水道光熱費

保険料

租税公課

会費組合費

職員被服費

求人費

貸倒引当金繰入額

返還免除引当金繰入額

雑費

Ⅴ その他の事業費用

控除対象外消費税等負担額

事　　　　業　　　　費　　　　用　　　　計

43,133

2,300 448,053

4,123

3,256

10,052

6,242

5,278

4,234 13,637

15,804

6,712

6,285

19,969

9,582

140,814

5,483,119

1,503

32,847 297,966

161,008 161,008

4,196

5,113

7,929

18,421

9,234



















別 添 ２－２ （社会医療法人が関係書類を毎会計年度終了後３月以内に届け出る場合） 

令和 ７年 ６月３０日 

 

 

愛 知 県 知 事 殿 

犬山市大字五郎丸字二タ子塚６  

                  社会医療法人 志聖会 

理 事 長 竹 腰  篤  
 
 

決     算     届 
 
 

令和 ６年 ４月 １日から令和 ７年 ３月３１日までの決算を終了したので、

医療法第５２条第１項の規定により届出します。 
 

記 
 

救急医療等確保事業を行っている病院又は診療所 

救急医療等確保事業の別 

名  称 所  在  地 

社会医療法人志聖会 

総合犬山中央病院 
犬山市大字五郎丸字二タ子塚６ 救急医療 

   

   

   

   

注１）「救急医療等確保事業を行っている病院又は診療所」欄には、医療法第４２条の２第１項第

５号の基準に適合する病院又は診療所（指定管理者として管理する病院又は診療所を含む。）

を全て記載すること。 

注２）「救急医療等確保事業の別」欄には、当該施設で行っている医療が、医療法第３０条の４第

２項第５号に掲げる医療（以下参照）のいずれに係るものであるかの別（当該施設で医療法第

４２条の２第１項第５号の基準を満たすものが複数ある場合は、その全て）を記載すること。 

○救急医療（精神科救急医療の要件を満たす場合は、「精神科救急医療」と記載すること。） 

○災害医療 ○新興感染症発生・まん延時における医療 ○へき地医療 ○周産期医療 

○小児救急医療 

 



 添付書類（構造設備及び体制） 

 

医療法第４２条の２第１項第５号の要件に該当する旨を説明する書類 

                     社会医療法人 志 聖 会  

申請者名：  理 事 長  竹 腰   篤    

住  所： 犬山市大字五郎丸字二タ子塚６ 

 

 以下のとおり相違ありません。 

 

施  設  名 社会医療法人志聖会 総合犬山中央病院 

施設の所在地 犬山市大字五郎丸字二タ子塚６ 

管轄保健所名 江南保健所 

 

１ 診療科目 

科 目 

内 科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 神経内科 糖尿病内科 

血液内科 外 科 消化器外科 肛門外科 乳腺外科 整形外科 

脳神経外科 ｱﾚﾙｷﾞｰ科 リウマチ科 小児科 皮膚科 泌尿器科 

婦人科 眼 科 耳鼻いんこう科 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 放射線科 麻酔科 

 

２ 許可病床数 

一  般 療  養 結  核 精  神 感 染 症 合  計 

室 床 室 床 室 床 室 床 室 床 室 床 

131 288 0 0 0 0 0 0 0 0 131 288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 構造設備 

（１）総括表（該当する業務の区分及び所有する施設・設備等の□にチェックすること。） 

業務の区分 施   設 設 備 等 

☑ 救急医療 

□ 精神科救急医療 

□ 災害医療 

□ 新興感染症発生・ 

  まん延時におけ 

  る医療 

□ へき地医療 

 □ 病院 

 □ へき地診療所 

□ 周産期医療 

□ 小児救急医療 

□ 集中治療室 

□ 集中治療室（一部は陰圧化が可能なもの） 

□ 母体胎児集中治療管理室 

□ 新生児集中治療管理室 

☑ 診察室  ☑ 手術室  ☑ 処置室 

☑ 発熱患者等専門として使用可能な診察室 

  （プレハブ・簡易テント等を含む。） 

☑ 臨床検査施設  ☑ エックス線診療室 

☑ 調剤所  □ 保護室  ☑ 面会室 

□ 診察室（発熱） 

☑ 専用病床（  10 床） 

☑ 優先的に使用される病床 

□ 陰圧病室（確保病床   床） 

 ※医療措置協定による確保病床（   床） 

  の半数以上が陰圧病室内にあること。 

☑ 個室病室 

□ 備蓄倉庫 

□ ヘリポート（□ 敷地内 □ 近接地） 

☑ 医師住宅  ☑ 看護師住宅 

 

☑ 病床において酸素投与及び呼吸モニ 

  タリングが可能な設備 

☑ 感染を判断するための検査機器 

□ 分娩監視装置 

□ 新生児用呼吸循環監視装置 

☑ 超音波診断装置 

□ 新生児用人工換気装置 

☑ 微量輸液装置 □ 保育器 

□ 簡易ベッド  □ 携帯用医療機器 

☑ 個人防護具 

□ 感染患者を隔離し動線確保に必要な 

  パーテーション等 

☑ 食料  ☑ 飲料水  ☑ 医薬品 

☑ 自家発電装置  

☑ トリアージタッグ 

□ 救急用自動車 

☑ 広域災害・救急医療情報システム 

□ 新興感染症発生・まん延時の医療の 

  提供において都道府県知事が求める 

  機能に応じて必要となる設備 

  （           ） 

 
○ 「新興感染症発生・まん延時における医療」については、申請時に有していない施設又は設備がある場合において、 

医療措置協定を締結した日から３年を超えない範囲で当該協定を締結した病院の所在地の都道府県知事が適当と認 

めた期間内に当該施設又は設備について整備する計画（様式任意）がある場合は、これを添付するとともに、以下 

を記載すること。 

 

「新興感染症発生・まん延時における医療」に係る施設又は設備の整備計画の概要 

 

 

・施設整備計画 

 

 

 

・設備整備計画 

 

 

 

 

 



（２）災害医療の確保に関する事業に係る病院の概要 

区   分 構造の概要 耐震基準 用途の区分 室 数 

該当なし   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

（３）へき地医療拠点病院に医師を派遣する場合、又は開設するへき地診療所の所在地の都道府県

において病院を開設する場合の当該病院の概要 

病 院 名 施   設 へき地診療所からの入院患者の受入れ

体制 

該当なし 

□ 診察室  □ 手術室  □ 処置室 

□ 臨床検査施設 □ エックス線診療室 

□ 調剤所 

□ 病床数（     床） 

□ 医師住宅   □ 看護師住宅 

 

 

□ 診察室  □ 手術室  □ 処置室 

□ 臨床検査施設 □ エックス線診療室 

□ 調剤所 

□ 病床数（     床） 

□ 医師住宅   □ 看護師住宅 

 

 

□ 診察室  □ 手術室  □ 処置室 

□ 臨床検査施設 □ エックス線診療室 

□ 調剤所 

□ 病床数（     床） 

□ 医師住宅   □ 看護師住宅 

 

※ へき地医療拠点病院に医師を派遣する病院にあっては、（１）総括表の「施設」欄の記載と重複するため、本表

の「施設」欄は記載不要。 



※ ４ 職種別従業員数 

  職種 

 

人員 

医
師 

歯
科
医
師 

薬
剤
師 

診
療
放
射
線
技
師 

歯
科
技
工
士 

臨
床
検
査
技
師 

歯
科
衛
生
士 

看
護
師 

助
産
師 

栄
養
士 

理
学
療
法
士 

作
業
療
法
士 

臨
床
工
学
技
士 

事
務
職
員 

調
理
師 

そ
の
他 

計 

定 員 20 0 4 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 99 

実人員 44.1 0 8.8 15 0 20.1 2.1 175.6 0 7.4 24 13 8 95.3 6 56.8 476.2 

内特殊 

関係者 
5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 7 

※  

※ ５ 勤務体制 

 体  制 
昼間（15時現在） 夜間（３時現在） 休日（15時現在） 

専 任 兼 任 専 任 兼 任 専 任 兼 任 

医師 
病院内 1 25 1 0 2 0 

オンコール 0 0 1 7 0 9 

内 精神科医（再掲） 
病院内 0 0 0 0 0 0 

オンコール 0 0 0 0 0 0 

内 小児科医（再掲） 
病院内 0 1 0 0 0 0 

オンコール 0 0 0 0 0 0 

内 産婦人科医（再掲） 
病院内 0 0 0 0 0 0 

オンコール 0 0 0 0 0 0 

薬剤師 
病院内 0 6 1 0 1 0 

オンコール 0 0 0 0 0 0 

診療放射線技師 
病院内 0 11 1 0 1 0 

オンコール 0 0 1 0 1 0 

臨床検査技師 
病院内 0 13 1 0 1 0 

オンコール 0 0 1 0 1 0 

看護師 
病院内 2 2 2 0 3 0 

オンコール 0 0 3 0 3 0 

合   計 
病院内 3 57 6 0 8 0 

オンコール 0 0 6 7 5 9 

内 救急医療（再掲） 

（精神科救急医療含む） 

病院内 3 57 6 0 8 0 

オンコール 0 0 6 7 5 9 

内 周産期医療（再掲） 
病院内 0 0 0 0 0 0 

オンコール 0 0 0 0 0 0 

内 小児救急医療（再掲） 
病院内 0 0 0 0 0 0 

オンコール 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 



６ その他の体制 
   ※「有無」について、有の場合は空欄に「○」を付すこと。 

 

(1)精神科救急医療の場合のみ 

・ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則第５条の２第１号に基づく

都道府県知事の指定の有無 

 

・ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則第５条の２第３号に基づく

常時勤務する指定医の人数 
人  

 

 (2)災害医療の場合のみ 

・ 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の有無 
 

 

 (3)新興感染症発生・まん延時における医療の場合のみ 

  ①感染症法第３６条の３第１項に規定する医療措置協定であって、同項第１号に掲げる事項に係るもの 

   について 

 次の措置を全て含む協定締結の有無 

・ 感染症法第３６条の９第１項に規定する医療協定等措置のうち、都道府県知事

の 

 要請があった日から起算して７日以内に即応病床化し、かつ確保病床数が３０床

以 

 上であることを内容に含んだ病床確保に係る措置 

・ 感染症法第３６条の９第１項に規定する医療協定等措置のうち、都道府県知事

の 

 要請があった日から起算して７日以内に開始し、かつ１日当たり２０人以上の診

療 

を行うことを内容に含んだ発熱外来に係る措置 

・ 医療人材派遣に係る措置 

 

 

   ②医療法第３０条の１２の６第１項に規定する協定について 

・ 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）に係る協定締結の有無  

・ 災害派遣精神医療チーム（ＤＭＡＴ）に係る協定締結の有無  

・ 災害支援ナースに係る協定締結の有無  

 

  ※都道府県知事と締結した「医療措置協定」及び「医療法第３０条の１２の６第１項に規定する協定」 

   を添付すること。 

 



 添付書類１－１（救急医療） 

医療法第４２条の２第１項第５号の要件に該当する旨を説明する書類 

                         社会医療法人 志 聖 会 

申請者名： 理 事 長 竹 腰   篤    

 

住  所：犬山市大字五郎丸字二タ子塚６ 

 以下のとおり相違ありません。 

 

病  院  名 社会医療法人志聖会 総合犬山中央病院 

病院の所在地 犬山市大字五郎丸字二タ子塚６ 

管轄保健所名 江南保健所 

 

〔時間外等加算割合〕 

区    分 ６歳以上の件数 ６歳未満の件数 合    計 

初診料の算定件数 33,771件 923件 Ａ     34,694件 

内 時間外加算の算定件数 435件 11件 ①         446件 

内 休日加算の算定件数 3,230件 79件 ②       3,309件 

内 深夜加算の算定件数 1,387件 22件 ③      1,409件 

内 時間外加算の特例の算定件数 2,987件 87件 ④      3,074件 

時間外等加算割合｛（①＋②＋③＋④）／Ａ｝ 23.7 ％ 

 （記載上の注意事項） 

○ 直近に終了した３会計年度における初診料（診療報酬の算定方法（平成２０年厚生労働省告示第５９号）別表 

第一区分番号Ａ000に掲げるものをいう。）の算定件数を記載すること。 

添付資料 

  ○ 時間外等加算件数明細表 

 

 

 

 

 

 

 



時間外等加算件数明細表  

 

 （自 令和 ４年 ４月 １日 至 令和 ５年 ３月３１日） 

区    分 ６歳以上の件数 ６歳未満の件数 合    計 

初診料の算定件数 13,199 件 473 件 13,672 件 

内 時間外加算の算定件数 168 件 8 件 176 件 

内 休日加算の算定件数 1,152 件 31 件 1,183 件 

内 深夜加算の算定件数 481 件 15 件 496 件 

内 時間外加算の特例の算定件数 1,096 件 47 件 1,143 件 

 

 （自 令和 ５年 ４月 １日 至 令和 ６年 ３月３１日） 

区    分 ６歳以上の件数 ６歳未満の件数 合    計 

初診料の算定件数 10,744 件 273 件 11,017 件 

内 時間外加算の算定件数 135 件 1 件 136 件 

内 休日加算の算定件数 1,027 件 28 件 1,055 件 

内 深夜加算の算定件数 458 件 4 件 462 件 

内 時間外加算の特例の算定件数 981 件 25 件 1,006 件 

 

 （自 令和 ６年 ４月 １日 至 令和 ７年 ３月３１日） 

区    分 ６歳以上の件数 ６歳未満の件数 合    計 

初診料の算定件数 9,828件 177件 10,005 件 

内 時間外加算の算定件数 132 件 2 件 134 件 

内 休日加算の算定件数 1,051 件 20 件 1,071 件 

内 深夜加算の算定件数 448 件 3 件 451 件 

内 時間外加算の特例の算定件数 910件 15 件 925 件 

 

 （合  計） 

区    分 ６歳以上の件数 ６歳未満の件数 合    計 

初診料の算定件数 33,771 件 923 件 34,694 件 

内 時間外加算の算定件数 435 件 11 件 446 件 

内 休日加算の算定件数 3,230 件 79 件 3,309 件 

内 深夜加算の算定件数 1,387 件 22 件 1,409 件 

内 時間外加算の特例の算定件数 2,987 件 87 件 3,074 件 

 （記載上の注意事項） 

  ○（合計）の表以外については、会計年度毎に記載すること。 



添付書類１－２（救急医療） 

医療法第４２条の２第１項第５号の要件に該当する旨を説明する書類 

                       社会医療法人 志 聖 会  

申請者名： 理 事 長 竹 腰   篤   篤 

 

住  所：犬山市大字五郎丸字二タ子塚６  

 以下のとおり相違ありません。 

病  院  名 社会医療法人志聖会 総合犬山中央病院 

病院の所在地 犬山市大字五郎丸字二タ子塚６ 

管轄保健所名 江南保健所 

 

〔夜間等救急自動車等搬送件数〕 

消防機関の救急自動車による搬送件数 ①     4,298件 

医療施設が保有する救急用自動車による搬送件数 ②        0件 

民間会社が保有する救急用自動車による搬送件数 ③        0件 

ヘリコプターによる搬送件数 ④        0件 

合     計 4,298件 

３会計年度平均 1,432件 

直近に終了した３会計年度に含まれる令和２年２月から令和３年３月までの月数

（Ａ） 
月 

直近に終了した３会計年度に含まれる令和３年４月から令和４年３月までの月数

（Ｂ） 
月 

直近に終了した３会計年度中に国又は地方公共団体からの要請（新型コロナウイル

スの発生又はまん延に起因するものに限る。以下同じ。）を受けて休業した日がな

い場合の基準値 

・ 救急医療については、 

 別添１中別表１上欄に掲げる月数（Ａ）の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げ 

 る数と別表２上欄に掲げる月数（Ｂ）の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる 

 数とを合計した数を７５０から控除した数 

⑤           件 

直近に終了した３会計年度における国又は地方公共団体からの要請を受けて休業し

た日数（※） 
⑥         日 

直近に終了した３会計年度中に国又は地方公共団体からの要請を受けて休業した日

がある場合の基準値（⑤－⑥×２÷３） 
件 

 （記載上の注意事項） 

○ 直近に終了した３会計年度における夜間（午後６時から翌日の午前８時までとし、休日を除く。）及び休日（日

曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３条に規定する休日及び年末年始の日（１月１ 



日を除く１２月２９日から１月３日まで）及び土曜日又はその振替日）の救急搬送件数を記載すること。 

 

※国又は地方公共団体からの要請により休業した日数 

期間 日数 

年   月   日～   年   月   日 日 

年   月   日～   年   月   日 日 

年   月   日～   年   月   日 日 

年   月   日～   年   月   日 日 

年   月   日～   年   月   日 日 

年   月   日～   年   月   日 日 

通算日数 ⑥                             日 

 

添付資料 

  ○ 夜間等救急自動車等搬送件数明細表 

  ○ 夜間等救急自動車等搬送件数を証明する書類（救急搬送証明書等の写し（患者の氏名及び住所に係る記載の部

分については、消去等の処理をすること。）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



夜間等救急自動車等搬送件数明細表  
 

 （自 令和 ４年 ４月 １日 至 令和 ５年 ３月３１日） 

消防機関の救急自動車による搬送件数 1,394 件 

医療施設が保有する救急用自動車による搬送件数  0 件 

民間会社が保有する救急用自動車による搬送件数 0 件 

ヘリコプターによる搬送件数 0 件 

合計 1,394件 

 

 （自 令和 ５年 ４月  日 至 令和 ６年 ３月３１日） 

消防機関の救急自動車による搬送件数 1,410 件 

医療施設が保有する救急用自動車による搬送件数 0 件 

民間会社が保有する救急用自動車による搬送件数 0 件 

ヘリコプターによる搬送件数 0 件 

合計 1,410件 

 

 （自 令和 ６年 ４月 １日 至 令和 ７年 ３月３１日） 

消防機関の救急自動車による搬送件数 1,494 件 

医療施設が保有する救急用自動車による搬送件数 0 件 

民間会社が保有する救急用自動車による搬送件数 0 件 

ヘリコプターによる搬送件数 0 件 

合計 1,494件 

 

 （合  計） 

消防機関の救急自動車による搬送件数 4,298 件 

医療施設が保有する救急用自動車による搬送件数 0 件 

民間会社が保有する救急用自動車による搬送件数 0 件 

ヘリコプターによる搬送件数 0 件 

（記載上の注意事項） 

  ○（合計）の表以外については、会計年度毎に記載すること。 

 



 添付書類７  

 

 公的な運営に関する要件（医療法第４２条の２第１項第１号から第３号まで及び

第６号）に該当する旨を説明する書類（運営） 
      

                     社会医療法人 志 聖 会 

                     申請者名： 理 事 長  竹 腰   篤       

 

住  所：犬山市大字五郎丸字二タ子塚６   

 以下のとおり相違ありません。 

 

１ 運営組織（法第４２条の２第１項第１号から第３号まで、規則第３０条の３５の３第１項第１

号イ及びハ） 

 総   数 

最も人数の多い 

親 族 等 の 

グループの人数 

親  族  等 

の  割  合 

最も人数の多い 

他の同一団体の 

グループの人数 

他の同一団体 

の  割  合 

理 事 ９ 人 

１ 人 ９.０ ％ 

０ 人 ０ ％ 

監 事 ２ 人 ０ 人 ０ ％ 

社 員  ８ 人 １ 人 １２.５ ％   

評議員 ０ 人 ０ 人 ０ ％   

 

２ 役員等の選任方法（規則第３０条の３５の３第１項第１号ロ） 

  （財団医療法人である場合は、該当する項目欄の□にチェックすること。） 

   □ すべての評議員を理事会において推薦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

３ 報酬等の支給基準（規則第３０条の３５の３第１項第１号ニ） 

  （該当する項目欄の□にチェックすること。） 

   ☑ 理事、監事及び評議員に対する報酬等について、支給基準を定めている 

    

 支給基準の内容 

理 事 役員報酬として定期同額給与の支給 

監 事 役員報酬として定期同額給与の支給 

評議員 該当なし 

添付資料 

  ○ 理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給基準 

 

４ 経理内容（規則第３０条の３５の３第１項第１号ホ及びへ） 

区   分 
医療法人の関係者、株式会社その他営利事業を営む者又は 

特定の個人若しくは団体に対する特別の利益の供与の内容 
特別の利益の有無 

施設の利用 該当なし 有 ・ 無 

金銭の貸付け 看護修学資金 ４名（7,480,260円） 
 

有 ・ 無 

資産の譲渡 該当なし 有 ・ 無 

給与の支給 竹腰江理香、非常勤医師としての給与支給 
 

有 ・ 無 

役員等の選任 
社員･･社員総会の承認を得なければならない。 

役員･･社員総会において選任する。 

 

有 ・ 無 

その他財産の運用 

及び事業の運営 
該当なし 有 ・ 無 

 

 

 

 

 



 

５ 遊休財産（規則第３０条の３５の３第１項第１号ト及び第２項） 

区         分 金      額 

Ａ 資産の総額 5,495,029,467 円 

Ｂ 純資産の額 3,443,155,576 円 

Ｃ 純資産の額の資産の総額に対する割合（Ｂ／Ａ×１００） 62.6 ％ 

Ｄ 控除対象財産の帳簿価額（イからへまでの合計額） 4,441,726,705 円 

イ 本来業務の用に供する財産 4,432,965,234 円 

ロ 附帯業務の用に供する財産  8,761,471 円 

ハ 収益業務の用に供する財産 0 円 

ニ イからハまでに掲げる業務を行うために保有する財産 0 円 

ホ 減価償却引当特定預金 0 円 

ヘ 特定事業準備資金 0 円 

Ｅ 遊休財産額（（Ａ－Ｄ）×Ｃ） 659,367,529 円 

Ｆ 事業費用の額 5,408,835,702 円 

添付資料 

  ○ 直近に終了した会計年度の貸借対照表及び損益計算書（新たに社会医療法人の認定を受けようとする場合に限

る。） 

 

 



 

６ 保有財産（規則第３０条の３５の３第１項第１号チ） 

区   分 具 体 的 な 内 容 
他の団体の意思決 

定への関与の有無 

株  式 
岐阜関開発株式会社    100,000円 

岐阜カンツリー倶楽部  2,262,500円 

 

有 ・ 無 

 

出  資 
岐阜信用金庫出資金   1,000,000円 

岐阜関カントリー倶楽部 1,300,000円(額面350千円) 
有 ・ 無 

社団法人の社員権 該当なし 有 ・ 無 

組合契約 該当なし 有 ・ 無 

信  託 該当なし 有 ・ 無 

外国の法令に基づく 

財産 
該当なし 有 ・ 無 

 

 

７ 法令違反（規則第３０条の３５の３第１項第１号リ） 

区   分 具 体 的 な 内 容 事実の有無 

法令違反 該当なし 有 ・ 無 

勧告に反する開設、 

増床、種別変更 
該当なし 有 ・ 無 

帳簿書類の隠ぺい、 

仮装 
該当なし 有 ・ 無 

その他公益に反する 

事実 
該当なし 有 ・ 無 

 



（書類付表２） 

経理等に関する明細表 

 

１  医療法人の関係者等の施設の利用明細 

区  分 
関係者等の 

氏名又は名称 
特殊の関係 内  容 利用年月日 利用料金 

施設の貸与 

該当なし     

     

     

そ の 他 

該当なし     

     

     

 

２  医療法人の関係者等に対する貸付金の明細 

貸付先の氏名又は名称 貸付金現在高 貸付当初の元本 貸付当初の年月日 

該当なし    

利率 年間の受取利息額 担保の種類及び数量 特殊の関係 

    

 

貸付先の氏名又は名称 貸付金現在高 貸付当初の元本 貸付当初の年月日 

該当なし    

利率 年間の受取利息額 担保の種類及び数量 特殊の関係 

    

 

３  医療法人の関係者等に対する譲渡資産の明細  
譲渡先の氏名又は名称 譲渡資産の種類 地目、構造、規格等 面積数量 

該当なし    

譲渡年月日 譲渡価額 特殊の関係 備考 

    

 

譲渡先の氏名又は名称 譲渡資産の種類 地目、構造、規格等 面積数量 

該当なし    

譲渡年月日 譲渡価額 特殊の関係 備考 

    

 



（書類付表２） 

４  医療法人の業務に従事している関係者等である従業員の明細 

氏  名 職務内容 就職年月日 
常勤又は 

非常勤の別 

社 員 等 

との関係 

給与の支給 

の 有 無 

竹腰  篤 副院長 平成 14.02.01 常 勤 理事長 有 ・ 無 

齊藤 雅也 院 長 平成 30.03.01 常 勤 な し 有 ・ 無 

杉村 恒人 副院長 平成 09.04.01 常 勤 な し 有 ・ 無 

宮村 耕一 副院長 令和 03.04.01 常 勤 な し 有 ・ 無 

加藤 彰裕 事務局長 令和 03.04.01 常 勤 な し 有 ・ 無 

鬼頭 すみゑ 顧 問 昭和 57.04.01 非 常 勤 な し 有 ・ 無 

武田 明久 泌尿器科医 平成 09.04.01 非 常 勤 な し 有 ・ 無 

     有 ・ 無 

     有 ・ 無 

     有 ・ 無 

     有 ・ 無 

 

５  その他 
（ １ ） 医療法人の関係者等からの借用物件の明細 

貸主の氏名又は名称 物件名 地目、構造、規格等 面積数量 用途 

竹腰  篤 土  地 宅 地 491.71 ㎡ 倉庫用地 

借用年月日 借用期間 賃借料 特殊の関係 備考 

令和 7 年 2月 1 日 1 年間 136,000 円/月 理 事 長 なし 

 

貸主の氏名又は名称 物件名 地目、構造、規格等 面積数量 用途 

該当なし     

借用年月日 借用期間 賃借料 特殊の関係 備考 

     

 

（ ２ ） 医療法人の関係者等からの借入金の明細  
債権者の氏名又は名称 借入金現在高 借入当初の元本 借入当初の年月日 

該当なし    

利率 年間の支払利息額 担保の種類及び数量 特殊の関係 

    

 

債権者の氏名又は名称 借入金現在高 借入当初の元本 借入当初の年月日 

該当なし    

利率 年間の支払利息額 担保の種類及び数量 特殊の関係 

    

 



（書類付表２） 

（ ３ ） 医療法人の関係者等からの譲受資産の明細  
譲受先の氏名又は名称 譲受資産の種類 地目、構造、規格等 面積数量 

該当なし    

譲受年月日 譲受価額 特殊の関係 備考 

    

 

譲受先の氏名又は名称 譲受資産の種類 地目、構造、規格等 面積数量 

該当なし    

譲受年月日 譲受価額 特殊の関係 備考 

    

 
（ ４ ） 医療法人の関係者等が社員等となっている他の法人の明細 

関係者等 

の 氏 名 

特 殊 の 

関  係 

医療法人の関係者等が社員等となっている他の法人の明細 

法 人 名 所 在 地 代表者名 取引状況 役 職 等 

宮崎 貢一 社 員 
医療法人 

   啓友会 

犬山市大字 

羽黒新田字 

下蝉屋８ 

宮崎 貢一 な し 理事長 

長谷川敏也 社 員 
税理士法人 

アズール 

名古屋市 

東区東桜 

1-8-16 

長谷川敏也 あ り 代表社員 

       

       

       

       

       

 
（ ５ ） その他財産の運用及び事業の運営 

医療法人の関係者等 

の氏名又は名称１１ 
具  体  的  な  内  容 

該当なし  

  

  

  

 



（書類付表３） 

保有する資産の明細表 
１ 総括表 

区    分 
業務の用に 

供する財産 
保有財産 

減価償却引 

当特定預金 

特定事業 

準備資金 
その他の財産 

流動資産 830,349,516円    1,047,038,802円 

現金及び預金     1,047,038,802円 

事業未収金 759,736,131円    0円 

未収入金 10,755,641円    0円 

貸倒引当金（▲） ▲4,622,950円    0円 

たな卸資産 57,327,139円    0円 

前払費用 3,729,920円    0円 

その他の流動資産 3,423,635円    0円 

固定資産 3,561,847,189円 円 円 円 55,793,960円 

 有形固定資産 2,348,567,649円 円   49,530,000円 

  建 物 4,363,207,670円 円   0円 

  構築物 206,187,960円 円   0円 

  医療用器械備品 1,781,328,379円 円   0円 

  その他の器械備品 534,853,509円 円   0円 

  車両及び船舶 16,388,760円 円   0円 

  土 地 1,026,231,774円 円   0円 

  建物仮勘定  円   49,530,000円 

  減価償却累計額(▲) ▲5,579,630,403円 円   0円 

 無形固定資産 95,520,425円 円   0円 

  借地権 36,354,687円 円   0円 

  電話加入権 40,500円 円   0円 

  ソフトウエア 59,125,238円 円   0円 

 その他の資産 1,117,759,115円  円 円 6,263,960円 

  従業員長期貸付金     7,480,260円 

  返還免除引当金(▲)     ▲5,878,800円 

  出資金     1,000,000円 

  投資有価証券     3,662,500円 

  保証金 974,690円    0円 

  長期前払費用 8,843,761円    0円 

本館建替準備積立預金 1,102,837,622円    0円 

その他の固定資産 8,409,554円    0円 

  貸倒引当金（▲） ▲3,306,512円    0円 

資産合計 ① 4,392,196,705円 ②  0円 ③    0円 ④   0円 1,102,832,762円 

 

 

 



 

２ 業務の用に供する財産の明細 

施設名(事業名) 

区分 
合   計 

犬山市南地区 

高齢者あんしん 

相談センター 

犬山中央居宅 

介護支援事業所 

犬山中央訪問 

看護ｽﾃｰｼｮﾝ 

流動資産 830,349,516円 2,371,440円 2,924,393円 0円 

事業未収金 759,736,131円 2,371,440円 2,924,393円 0円 

未収入金 10,755,641円 0円 0円 0円 

貸倒引当金（▲） ▲4,622,950円 0円 0円 0円 

たな卸資産 57,327,139円 円 円 円 

前払費用 3,729,920円 0円 0円 0円 

その他の流動資産 3,423,635円 0円 0円 0円 

固定資産 3,561,847,189円 1,299,949円 645,411円 1,298,759円 

 有形固定資産 2,348,567,649円 1,291,259円 645,411円 1,291,259円 

  建 物 4,363,207,670円 6,958,007円 3,478,785円 6,958,007円 

  構築物 206,187,960円 0円 0円 0円 

  医療用器械備品 1,781,328,379円 0円 0円 0円 

  その他の器械備品 534,853,509円 0円 0円 0円 

  車両及び船舶 16,388,760円 357,676円 372,4309円 372,173円 

  土 地 1,026,231,774円 0円 0円 0円 

  減価償却累計額(▲) ▲5,579,630,403円 ▲6,024,424円 ▲3,205,804円 ▲6,038,921円 

 無形固定資産 95,520,425円 0円 0円 0円 

  借地権 36,354,687円 0円 0円 0円 

電話加入権 40,500円 0円 0円 0円 

  ソフトウエア 59,125,238円 0円 0円 0円 

 その他の資産 1,117,759,115円 8,690円 0円 7,500円 

  保証金 974,690円 8,690円 0円 7,500円 

  長期前払費用 8,843,761円 0円 0円 0円 

本館建替準備金積立預金 1,102,837,622円 0円 0円 0円 

その他の固定資産 8,409,554円 0円 0円 0円 

  貸倒引当金(▲) ▲3,306,512円 0円 0円 0円 

資産合計 ⑤ 4,392,196,705 円 3,671,389 円 3,569,804 円 1,298,759 円 

 ○ ⑤が①と一致すること。 

 

 

 

 

 

 



２ 業務の用に供する財産の明細 

施設名(事業名) 

区分 
総合犬山中央病院 

流動資産 825,053,683円 

事業未収金 754,440,298円 

未収入金 10,755,641円 

貸倒引当金（▲） 4,622,950円 

たな卸資産 57,327,139円 

前払費用 3,729,920円 

その他の流動資産 3,423,635円 

固定資産 3,558,603,070円 

 有形固定資産 2,345,339,720円 

  建 物 4,345,812,871円 

  構築物 206,187,960円 

  医療用器械備品 1,781,328,379円 

  その他の器械備品 534,853,509円 

  車両及び船舶 15,286,481円 

  土 地 1,026,231,774円 

  減価償却累計額(▲) ▲5,564,361,254円 

 無形固定資産 95,520,425円 

  借地権 36,354,687円 

  電話加入権 40,500円 

  ソフトウエア 59,125,238円 

 その他の資産 1,117,742,925円 

  保証金 958,500円 

  長期前払費用 8,843,761円 

本館建替準備金積立預金 1,102,837,622円 

その他の固定資産 8,409,554円 

  貸倒引当金(▲) ▲3,306,512円 

資産合計 ⑥ 4,383,656,753円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 保有財産の明細 

保有財産（使用目的） 使用予定年月日 取得年月日 取得価額 
保有財産の 

帳簿価額 

該当なし   円 円 

   円 円 

   円 円 

   円 円 

   円 円 

   円 円 

合     計 － － 円 ⑥      円 

 （記載上の注意事項） 

○ ⑥が②と一致すること。 

 

４ 減価償却引当特定預金の明細 

当該資金の目的 
財産の取得又は 

改良の予定年度 

左記の予定年度 

に必要な最低額 
減価償却累計額 

減価償却引当特

定 

預金の帳簿価額 

該当なし  円 円 円 

  円 円 円 

  円 円 円 

  円 円 円 

  円 円 円 

  円 円 円 

合     計 － 円 円 ⑦      円 

 （記載上の注意事項） 

○ ⑦が③と一致すること。 

 

５ 特定事業準備資金の明細 

当該資金の目的 
特定事業の開始 

予 定 年 度 

左記の予定年度 

に必要な最低額 

毎会計年度に 

積み立てる額 

特定事業準備資

金の帳簿価額 

該当なし  円 円 円 

  円 円 円 

  円 円 円 

  円 円 円 

  円 円 円 

  円 円 円 

合     計 － 円 円 ⑧      円 

 （記載上の注意事項） 

○ ⑧が④と一致すること。 

   ○ 当該資金の目的毎に必要な最低額に関する合理的な算定根拠について、「特定事業準備資金の明細の別紙」（任

意の様式）を作成し、併せて提出すること。（なお、当該別紙についても閲覧対象であること） 



 

６ 土地の明細 

住     所 総面積 
内 

借地の面積 

内 

自地の面積 
用途の区分 

犬山市大字五郎丸字柿﨑9-3 456.87㎡ ㎡ 456.87㎡ 駐車場 

犬山市大字五郎丸字柿﨑16-1 395.00㎡ ㎡ 395.00㎡ 駐車場 

犬山市大字五郎丸字西島70-4 20.23㎡ ㎡ 20.23㎡ 駐車場 

犬山市大字五郎丸字二タ子塚 6-1 10,628.79㎡ ㎡ 10,628.79㎡ 
総合犬山中央病院 

病院・駐車場 

犬山市大字五郎丸字二タ子塚 17-2 627.11㎡ ㎡ 627.11㎡ 寮・託児所 

犬山市大字五郎丸字堀端 1-3 1.32㎡ ㎡ 1.32㎡ 側溝 

犬山市大字五郎丸字堀端 2-2 6.60㎡ ㎡ 6.60㎡ 側溝 

犬山市五郎丸東一丁目 15 721.00㎡ ㎡ 721.00㎡ 駐車場(郵便局西） 

犬山市五郎丸東一丁目 16 258.00㎡ ㎡ 258.00㎡ 駐車場(郵便局西） 

犬山市五郎丸東一丁目 20 1,421.00㎡ ㎡ 1,421.00㎡ 駐車場(郵便局西） 

犬山市大字五郎丸字二タ子塚 29 978.51㎡ 

㎡ 652.34㎡ 病院・駐車場 

326.17㎡ ㎡ 
病院・駐車場 

(1/3借地) 

犬山市大字五郎丸字柿﨑 7-5 30.00㎡ 30.00㎡ ㎡ 駐車場 

犬山市大字五郎丸字柿﨑 10-2 723.00㎡ 723.00㎡ ㎡ 駐車場 

犬山市大字五郎丸字柿﨑 11-2 482.00㎡ 482.00㎡ ㎡ 駐車場 

犬山市大字五郎丸字柿﨑 12 502.00㎡ 502.00㎡ ㎡ 駐車場 

犬山市大字五郎丸字柿﨑 13 667.76㎡ 667.76㎡ ㎡ 建物 

犬山市大字五郎丸字西島 70-3 259.00㎡ 259.00㎡ ㎡ 駐車場 

犬山市大字五郎丸字二タ子塚 25 846.28㎡ 846.28㎡ ㎡ 駐車場 

犬山市大字五郎丸字二タ子塚 30 1,004.95㎡ 1,004.95㎡ ㎡ 駐車場 

犬山市大字五郎丸字堀端 1-2 1,209.29㎡ 1,209.29㎡ ㎡ 駐車場 

犬山市大字五郎丸字堀端 2-1 864.00㎡ 864.00㎡ ㎡ 駐車場 

犬山市大字五郎丸字隅田 5-1 15.00㎡ 15.00㎡ ㎡ 排水 

犬山市大字五郎丸字下前田1-2 45.00㎡ 45.00㎡ ㎡ 駐車場 

犬山市大字五郎丸字下前田19-1 350.00㎡ 350.00㎡ ㎡ 駐車場 

犬山市大字五郎丸字下前田20-2 593.00㎡ 593.00㎡ ㎡ 駐車場 

犬山市大字五郎丸字下前田30-2 444.00㎡ 444.00㎡ ㎡ 駐車場 

犬山市五郎丸東一丁目11 102.00㎡ 102.00㎡ ㎡ 駐車場 

犬山市五郎丸東一丁目12 162.00㎡ 162.00㎡ ㎡ 駐車場 

犬山市五郎丸東一丁目14-1 675.00㎡ 675.00㎡ ㎡ 駐車場 



 

６ 土地の明細 

住     所 総面積 
内 

借地の面積 

内 

自地の面積 
用途の区分 

犬山市五郎丸東一丁目21 426.00㎡ 426.00㎡ ㎡ 駐車場 

犬山市五郎丸東一丁目22 893.00㎡ 893.00㎡ ㎡ 駐車場 

犬山市五郎丸東一丁目23 383.00㎡ 383.00㎡ ㎡ 駐車場 

犬山市五郎丸東一丁目24 310.00㎡ 310.00㎡ ㎡ 駐車場 

犬山市五郎丸東一丁目25 50.00㎡ 50.00㎡ ㎡ 駐車場 

犬山市五郎丸東一丁目26 219.00㎡ 219.00㎡ ㎡ 駐車場 

犬山市五郎丸東一丁目27 189.00㎡ 189.00㎡ ㎡ 駐車場 

犬山市五郎丸東一丁目28 254.00㎡ 254.00㎡ ㎡ 駐車場 

犬山市五郎丸東一丁目29 421.00㎡ 421.00㎡ ㎡ 駐車場 

犬山市五郎丸東一丁目30 176.00㎡ 176.00㎡ ㎡ 駐車場 

犬山市五郎丸東一丁目31 215.00㎡ 215.00㎡ ㎡ 駐車場 

犬山市五郎丸東一丁目32 174.00㎡ 174.00㎡ ㎡ 駐車場 

犬山市五郎丸東一丁目33 221.00㎡ 221.00㎡ ㎡ 駐車場 

岐阜市東川手 1-4、1-5 491.71㎡ 491.71㎡ ㎡ 倉庫用地 

 

1.「西島 70-4」と「西島 71」を合筆、「二タ子塚 3-1」から 25 か所を合筆、「堀端 2-2」と「堀端 2-3」 

を合筆(2024.11.12)。 

2.「二タ子塚29」を2025年 1月17日売買、残り3分の1を借用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

７ 建物の明細 

区  分 構造の概要 総 面 積 自家・借家 用途の区分 用途別の面積 

総合犬山中央病院 

本    館 

鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ造 

陸 屋 根 

６ 階 建 

11,591.61㎡ 自 家 

＜ １ 階 ＞ 3,392.67㎡ 

救急処置室 44.02㎡ 

風除室 9.91㎡ 

外科診察室 13.16㎡ 

整形外科診察室 18.69㎡ 

処置室 9.96㎡ 

ギブス室 13.08㎡ 

脳外診察室 17.67㎡ 

中央処置室 1 56.27㎡ 

中央処置室 2 15.66㎡ 

倉庫 4.83㎡ 

小児科診察室 18.24㎡ 

無響室 11.26㎡ 

総合処置室 41.90㎡ 

読影室他 19.10㎡ 

授乳室 6.13㎡ 

耳鼻科診察室 61.88㎡ 

泌尿器科診察室 75.60㎡ 

泌尿器科診察室 12.13㎡ 

入退院支援ﾌﾛﾝﾄ 22.32㎡ 

生化学検査室他 218.25㎡ 

調剤室他 139.98㎡ 

ＣＴ室他 292.10㎡ 

ＭＲＩ室 66.66㎡ 

血管撮影操作室 18.80㎡ 

栄養相談室兼食堂 21.66㎡ 

厨房他 300.28㎡ 

診療情報管理室 56.43㎡ 

医事課事務室 50.80㎡ 

医療相談室 24.47㎡ 

外来待合室全般 575.88㎡ 

売店 21.30㎡ 

自動販売機コーナー 10.12㎡ 

トイレ 22.20㎡ 

その他 1,101.93㎡ 

  

  

  



 

７ 建物の明細 

区  分 構造の概要 総 面 積 自家・借家 用途の区分 用途別の面積 

総合犬山中央病院 

本    館 

鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ造 

陸 屋 根 

６ 階 建 

11,591.61㎡ 自 家 

＜ ２ 階 ＞  2,337.90㎡ 

手術室・中央材料室 584.82㎡ 

産婦人科診察室他 104.13㎡ 

待合室他 37.14㎡ 

衛生管理室 18.41㎡ 

副院長室3室 48.72㎡ 

あんしん相談ｾﾝﾀｰ 32.48㎡ 

居宅介護支援 16.24㎡ 

地域医療連携室 60.54㎡ 

超音波ｶﾞｲﾄﾞ下治療室 36.90㎡ 

ＣＥ室 34.12㎡ 

研修医室 21.16㎡ 

倉庫 13.64㎡ 

女子更衣室 21.16㎡ 

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 32.48㎡ 

倉庫 4室 46.20㎡ 

当直室 4室 55.15㎡ 

倉庫 31.29㎡ 

男子更衣室 2室 26.68㎡ 

シャワ－室 9.57㎡ 

患者相談室 20.59㎡ 

術中迅速室 14.59㎡ 

機器管理室 31.33㎡ 

休憩室 15.27㎡ 

会議室 30.46㎡ 

医 局 305.62㎡ 

その他 689.21㎡ 

  

＜ ３ 階 ＞ 1,465.26㎡ 

ナ－スステーション 86.20㎡ 

病 室・その他 1,357.16㎡ 

トイレ 21.90㎡ 

  

＜ ４ 階 ＞ 1,465.26㎡ 

ナ－スステーション 86.20㎡ 

病 室・その他 1,357.16㎡ 

トイレ 21.90㎡ 

  



 

７ 建物の明細 

区  分 構造の概要 総 面 積 自家・借家 用途の区分 用途別の面積 

総合犬山中央病院 

本    館 

鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ造 

陸 屋 根 

６ 階 建 

11,591.61㎡ 自 家 

＜ ５ 階 ＞ 1,465.26㎡ 

ナ－スステーション 86.20㎡ 

病 室・その他 1,357.16㎡ 

トイレ 21.90㎡ 

  

＜ ６ 階 ＞ 1,465.26㎡ 

ナ－スステーション 86.20㎡ 

病 室・その他 1,357.16㎡ 

トイレ 21.90㎡ 

  

総合犬山中央病院 

北    館 

 

 

鉄 骨 造 

陸 屋 根 

４ 階 建 

耐   震 

 

1,650.85㎡ 

 
自 家 

＜ １ 階 ＞ 526.75㎡ 

ＯＴ室 101.23㎡ 

ＰＴ室 290.84㎡ 

言語聴覚訓練室 26.60㎡ 

スタッフル－ム 39.98㎡ 

倉 庫 11.39㎡ 

水治療室他 56.71㎡ 

  

＜ ２ 階 ＞ 533.65㎡ 

役員会議室 31.43㎡ 

院長・副院長室 52.02㎡ 

看護部長室 16.66㎡ 

会議室 2室 57.05㎡ 

事務局長室他 111.64㎡ 

当直室 2室 31.60㎡ 

相談室 8.40㎡ 

女子更衣室 15.96㎡ 

倉 庫 他 78.94㎡ 

その他 129.95㎡ 

  

＜ ３ 階 ＞ 423.85㎡ 

大会議室他 93.70㎡ 

更衣室 150.20㎡ 

女子更衣室 12.45㎡ 

当直室他 63.05㎡ 

その他 104.45㎡ 

  

  



 

７ 建物の明細 

区  分 構造の概要 総 面 積 自家・借家 用途の区分 用途別の面積 

総合犬山中央病院 

北    館 

鉄 骨 造 

陸 屋 根 

４ 階 建 

耐   震 

1,650.85㎡ 自 家 

＜ ４ 階 ＞ 166.60㎡ 

中会議室 63.32㎡ 

書庫 51.67㎡ 

サーバー室 12.75㎡ 

その他 38.86㎡ 

  

総合犬山中央病院 

西    館 

鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ造 

陸 屋 根 

６ 階 建 

耐   震 

4,939.70㎡ 自 家 

＜ １ 階 ＞ 942.09㎡ 

内科診察室 11.58㎡ 

内科診察室 10.86㎡ 

内科診察室 11.09㎡ 

内科診察室 10.95㎡ 

内科診察室 12.40㎡ 

内科診察室 10.98㎡ 

内科処置室他 41.02㎡ 

資料室 24.05㎡ 

皮膚科診察室 21.94㎡ 

内科診察室 10.77㎡ 

眼科診察室他 91.93㎡ 

超音波室 2.58㎡ 

スタッフ室 15.67㎡ 

検査室 19.09㎡ 

待合ホ－ル 236.10㎡ 

その他 411.08㎡ 

  

＜ ２ 階 ＞ 844.34㎡ 

腹部エコ－測定室 11.04㎡ 

負荷心電図測定室 11.77㎡ 

肺機能測定室 4.87㎡ 

心エコ－測定室他 51.77㎡ 

スタッフ室 32.09㎡ 

心大血管疾患 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 
201.3㎡ 

内視鏡室 120.4㎡ 

更衣室(男女) 32.31㎡ 

休憩室 12.60㎡ 

その他 366.19㎡ 

  

  



 

７ 建物の明細 

区  分 構造の概要 総 面 積 自家・借家 用途の区分 用途別の面積 

総合犬山中央病院 

西    館 

鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ造 

陸 屋 根 

６ 階 建 

耐   震 

4,939.70㎡ 自 家 

＜ ３ 階 ＞ 887.84㎡ 

デイル－ム 36.82㎡ 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｺｰﾅｰ 48.00㎡ 

病 室 242.01㎡ 

医師室 9.48㎡ 

ナ－スステーション 35.80㎡ 

特別浴室他 50.54㎡ 

倉庫 4.90㎡ 

その他 460.29㎡ 

  

＜ ４ 階 ＞ 887.84㎡ 

デイル－ム 36.82㎡ 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｺｰﾅｰ 48.00㎡ 

病 室 242.33㎡ 

医師室 9.48㎡ 

ナースステーション 36.18㎡ 

特別浴室他 51.38㎡ 

倉庫 4.90㎡ 

その他 458.75㎡ 

  

＜ ５ 階 ＞ 826.70㎡ 

事務室 18.98㎡ 

医師室 10.01㎡ 

問診室 10.09㎡ 

健診室 10.09㎡ 

心電図室 10.09㎡ 

エコ－室・骨密測定室 14.80㎡ 

Ｘ線テレビ室 20.81㎡ 

一般撮影室 9.95㎡ 

乳房Ｘ線撮影室 15.83㎡ 

スタッフ室 71.32㎡ 

操作室 43.19㎡ 

倉 庫 2.78㎡ 

婦人科検査室 9.25㎡ 

内視鏡検査室 12.02㎡ 

採血室 39.09㎡ 

呼吸器測定室 4.05㎡ 

視力・眼圧・眼底 5.04㎡ 



 

７ 建物の明細 

区  分 構造の概要 総 面 積 自家・借家 用途の区分 用途別の面積 

総合犬山中央病院 

 

西    館 

鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ造 

陸 屋 根 

６ 階 建 

耐   震 

4,939.70㎡ 自 家 

採尿室 3.32㎡ 

更衣室(男女) 16.48㎡ 

廊下 85.97㎡ 

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎ-ﾙ 88.18㎡ 

待合ホ－ル 66.91㎡ 

その他 258.45㎡ 

  

＜ ６ 階 ＞ 550.89㎡ 

職員食堂 69.80㎡ 

レストラン 107.06㎡ 

厨房・前室他 57.67㎡ 

その他 316.36㎡ 

総合犬山中央病院 

ＲＩ棟 

鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ造 

陸 屋 根 

２ 階 建 

耐   震 

136.01㎡ 自 家 ＲＩ棟 136.01㎡ 

共同住宅･保育所 

鉄骨造 

合金メッキ 

鋼板ぶき 

３ 階 建 

613.95㎡ 自 家 

＜ １ 階 ＞ 241.35㎡ 

託児所 

(たんぽぽ) 
79.82㎡ 

病児保育 

(みどりの園) 
73.27㎡ 

女子寮 88.26㎡ 

＜ ２ 階 ＞ 186.30㎡ 

＜ ３ 階 ＞ 186.30㎡ 

浄化槽・カルテ庫 
鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ造 

陸屋根平家建 
96.00㎡ 自 家 浄化槽・カルテ庫 96.00㎡ 

機械室 
鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ造 

陸屋根平家建 
45.00㎡ 自 家 機械室 45.00㎡ 

車 庫 
軽量鉄骨造亜鉛 

ﾒｯｷ鋼板葺平家建 
28.60㎡ 自 家 車 庫 28.60㎡ 

車 庫 
軽量鉄骨造亜鉛 

ﾒｯｷ鋼板葺平家建 
25.90㎡ 自 家 車 庫（バス） 25.90㎡ 

倉 庫 
鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ造 

陸屋根５階建 
1,240.33㎡  自 家 

１ 階 258.67㎡ 

２ 階 323.37㎡ 

３ 階 323.37㎡ 

４ 階 323.37㎡ 

５ 階 11.55㎡ 



８ 医療用器械備品の明細 

品     名 規   格 数量 単 価 自用・借用 用途の区分 

調剤支援ｼｽﾃﾑ（ﾊｰﾄﾞ）  1 9,448,847 自 用 薬剤部 

医用ﾃﾚﾒｰﾀｰ  1 7,389,963 〃 病 棟 

超音画像診断装置(ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ)  1 7,857,800 〃 生理機能 

ｵﾘﾝﾊﾟｽ内視鏡超音波観測装置  1 8,047,383 〃 内視鏡室 

超音波消化管ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ  1 7,22,581 〃 内視鏡室 

超音波診断装置 ARIETTA65LE 1 3,234,520 〃 手術室 

個人用透析装置 SCV-11(TypeB) 1 2,554,110 〃 Ⅿ Ｅ 

ｽﾃﾗｯﾄﾞ低温ﾌﾟﾗｽﾞﾏ滅菌ｼｽﾃﾑ 100NXALLClear 1 7,064,764 〃 手術室 

島津外科用ｲﾒｰｼﾞ装置 OPESCOPEACTEVO 1 5,374,353 〃 放射線科 

超音波画像診断装置 ARIETTA650 1 2,671,054 〃 健康管理ｾﾝﾀｰ 

ｸﾘｵｽﾀｯﾄ･ﾐｸﾛﾄｰﾑ(標本作成機) CM19500UVV 1 3,332,525 〃 検査科 

術中迅速病理診断 ﾍﾞﾝﾀﾞﾅ DP200 1 4,409,871 〃 検査科 

上部消化管汎用ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ ｵﾘﾝﾊﾟｽ 1 7,559,778 〃 内視鏡室 

自動遺伝子解析装置 GeneXpertGx-IV 2 3,495,077 〃 ＰＣＲ検査 

ｷｬﾋﾞｵｯｸｽ遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ SP-200 1 2,984,550 〃 循環器内科 

気管支ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ  3 2,840,497 〃 呼吸器内科 

人工呼吸器 MONNALT60 1 2,260,757 〃 検査科 

運動負荷心電図測定装置 STS-2100 1 2,152,259 〃 検査科 

ﾗｲｶ眼科手術用顕微鏡ｼｽﾃﾑ PROVEO-8 1 6,609,376 〃 眼 科 

上部消化管併用ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ ｵﾘﾝﾊﾟｽ 1 3,459,193 〃 内視鏡室 

脳神経外科手術用顕微鏡ｼｽﾃﾑ LEICAM5300HX 1 5,310,353 〃 脳神経外科 

超音波装置C7000 CUSA Clarity 1 1,872,294 〃 外 科 

医用ﾃﾚﾒｰﾀｰ WEP-1450-Z04 1 1,092,809 〃 ４Ｆ 

高周波手術装置VI03  1 973,338 〃 外 科 

ｷｬﾉﾝ全身用X線CT装置 AquiI 1 10,780,022 〃 放射線科 

超音波画像診断装置 LOGIQP9/APLI0 1 1,793,652 〃 救急科 

上部消化管汎用ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ 

,送水装置 
 1 1,661,284 〃 内視鏡室 

室内除菌用紫外線照射ｼｽﾃﾑ UVDI-360 1 1,008,763 〃 感 染 

ﾌｼﾞ医用画像情報ｼｽﾃﾑ SYNAPSE/CITA 1 5,081,662 〃 放射線科 

ｵﾘﾝﾊﾟｽﾋﾞﾃﾞｵｼｽﾃﾑ VISERA ELITEⅡ 1 781,903 〃 外 科 

長時間心電図解析ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ QP-551D 1 238,144 〃 検査科 

ﾌｨｰﾙﾄﾞｱﾅﾗｲｻﾞｰ  1 408,529 〃 眼 科 

超音波画像診断装置 Aplio 1 298,924 〃 検査科 

      

      

 



添付書類８  

 

 公的な運営に関する要件（医療法第４２条の２第１項第６号）に該当す 

る旨を説明する書類（事業） 
社会医療法人 志 聖 会 

                  申請者名： 理事長  竹 腰   篤       

 

                住  所： 犬山市大字五郎丸字二タ子塚６     

 

 以下のとおり相違ありません。 

 

１ 費用の額の明細（規則第３０条の３５の３第１項第２号イ） 

病院、診療所、介護老人保健施設

及び介護医療院等名 

本来業務に係る 

費用の額 

全ての業務に係る 

費用の額 

割 合 

①／② 

総合犬山中央病院 5,408,835,702 円 5,408,835,702 円 
 

犬山南地区高齢者 

 あんしん相談センター 
0  37,725,839   

犬山中央居宅介護支援事業所 0  13,804,409   

犬山中央訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 0  22,753,954   

合   計 ①  5,408,835,702 ②  5,483,119,904 98.6 ％ 

 （記載上の注意事項） 

(1) 直近に終了した会計年度の費用の額について、病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院

等の別に記載すること。 

(2) 本来業務に係る費用の額の合計①が、損益計算書の本来業務事業損益に係る事業費用の金額と一 

致すること。 

(3) 全ての業務に係る費用の額の合計②が、損益計算書の本来業務事業損益、附帯業務事業損益及び

収益業務事業損益に係る事業費用の合計額と一致すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 医療保健業務に係る収入金額の明細（規則第３０条の３５の３第１項第２号ロ） 

○ 本来業務に係る収入金額の明細 

病院、診療所、介 

護老人保健施設及

び介護医療院名 

区 分 
支払基金等から 

受けた収入金額 

患者から受けた 

収 入 金 額 
収入金額計 割合 

 

総合犬山中央病院 

社会保険診療 
円 

4,160,487,833 
457,597,431 円 

円 

4,618,085,264 
90.0％ 

労災保険診療 38,097,000  0  38,097,000  0.8   

健康診査 223,615,133  45,051,443  268,666,576  5.2   

予防接種 12,008,165  2,679,666  14,687,831  0.3  

助産 0  0  0  0.0   

介護事業  0    0  0  0.0   

障害福祉事業 0  0  0  0.0   

補助金等 0   0  0.0   

その他 15,624,007  173,463,170  189,087,177  3.7   

計 4,449,832,138  678,791,710  5,128,623,848  100.0 

 

社会保険診療     

労災保険診療     

健康診査     

予防接種     

助産     

介護事業     

障害福祉事業     

補助金等     

その他     

計     

合    計 

社会保険診療 4,1601,487,833 457,597,431 4,618,085,264 90.0  

労災保険診療 38,097,000 0 38,097,000 0.8  

健康診査 223,615,133 45,051,443 268,666,576 5.2  

予防接種 12,008,165 2,679,666 14,687,831 0.3  

助産 0 0 0 0.0  

介護事業 0 0 0 0.0  

障害福祉事業 0 0 0 0.0  

補助金等 0  0 0.0  

その他 15,624,007 173,463,17 189,087,177 3.7  

計 4,449,832,138 678,791,710 
③       

5,128,623,848 

100.0

％ 

  

 

 

 

 

 



○ 附帯業務に係る収入金額（医療保健業務に係るものに限る。）の明細  

施設名 区 分 
支払基金等から 

受けた収入金額 

患者から受けた 

収 入 金 額 
収入金額計 割合 

犬山南地区高齢者

あんしん相談セン

ター 

社会保険診療 円 円 0 円 ％ 

労災保険診療   0   

健康診査   0   

予防接種   0   

助産   0   

介護事業 14,299,138   14,299,138  37.9  

障害福祉事業   0   

補助金等 23,426,701   23,426,701  62.1  

その他   0   

計 37,725,839  0  37,725,839  100.0 

犬山中央居宅介護

支援事業所 

社会保険診療   0   

労災保険診療   0   

健康診査   0   

予防接種   0   

助産   0   

介護事業 16,243,255   16,243,255  100.0 

障害福祉事業   0   

補助金等   0   

その他 0   0   

計 16,243,255  0  16,243,255  100.0 

犬山中央訪問看護

ステーション 

社会保険診療   0   

労災保険診療   0   

健康診査   0   

予防接種   0   

助産   0   

介護事業 16,774,687   16,774,687  100.0 

障害福祉事業   0   

補助金等   0   

その他   0   

計 16,774,687  0  16,774,687  100.0 

合   計 

社会保険診療         

労災保険診療         

健康診査         

予防接種         

助産     

介護事業 47,317,080   47,317,080 66.9  

障害福祉事業     

補助金等 23,426,701   23,426,701 33.1  

その他            

計 70,743,781  0  70,743,781④ 100.0％ 



○ 本来業務に係る収入金額及び附帯業務に係る収入金額（医療保健業務に係るものに

限る。）の 

合計金額の明細  

 区 分 
支払基金等から 

受けた収入金額 

患者から受けた 

収 入 金 額 
収入金額計 割合 

合   計 

社会保険診療 4,160,487,833 457,597,431 
4,618,085,264

⑤ 
88.8⑮ 

労災保険診療 38,097,000 0 38,097,000⑥ 0.7 ⑯ 

健康診査 223,615,133 45,051,443 268,666,576⑦ 5.2 ⑰ 

予防接種 12,008,165 2,679,666 14,687,831⑧ 0.3 ⑱ 

助産 0 0 0⑨ 0.0 ⑲ 

介護事業 47,317,080 0 47,317,080⑩ 0.9 ⑳ 

障害福祉事業 0 0 0⑪ 0.0 ㉑ 

補助金等 23,426,701  23,426,701⑫ 0.5 ㉒ 

その他 15,624,007 173,463,170 189,087,177⑬ 3.6  

計 4,520,575,919 678,791,710 5,199,367,629 100.0％ 

（記載上の注意事項） 

(1) 直近に終了した会計年度の医療保健業務に係る収入金額について、本来業務と附帯業務を区別

したうえで、病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の別に記載すること。その際、③

が損益計算書の本来業務事業損益に係る事業収益の金額と一致すること。 

(2) 直近に終了した会計年度の附帯業務のうち、医療保健業務以外の業務に係る収入金額について、

次の表に記載すること。その際、④及び⑭の合計額が、損益計算書の附帯業務事業損益に係る事

業収益の金額と一致すること。 

 

○ 附帯業務のうち、医療保健業務以外の業務に係る収入金額の明細  

医療保健業務以外の業務を行う施設名等 医療保健業務以外の業務に係る収入金額 

病児保育施設 みどりの園 0     

  

  

  

合計 ⑭               0 円 

 

３ 労働者災害補償保険法による患者の診療報酬（規則第３０条の３５の３第１項第２ 

号ロ） 

労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）に係る患者の診療報酬が社会

保険診療と同一の基準により計算するか否か、いずれか該当する項目欄の□にチェ

ックすること。 

   □ 同一の基準による 

   ☑ 同一の基準によらない 

 

 

 



４ 健康診査に係る収入の明細（規則第３０条の３５の３第１項第２号ロ⑵） 

健康保険法 118,122,993 円 学校保健安全法 0 円 

船員保険法 0 円 母子保健法 46,260 円 

国民健康保険法 53,150,827 円 労働安全衛生法 49,705,019 円 

国家公務員共済組合法 1,194,957 円 
高齢者の医療の確保に関

する法律 
34,282,399 円 地方公務員等共済組合法 12,164,121 円 

私立学校教職員共済法 0 円 

計 184,632,898 円 計 84,033,678 円 

  健康診査に係る収入合計 ㉓ 268,666,576 円 

 （記載上の注意事項） 

○ ⑦が㉓と一致すること。 

 

５ 予防接種に係る収入の明細（規則第３０条の３５の３第１項第２号ロ⑶） 

（記載上の注意事項） 

○ ⑧が㉔と一致すること。 

 

６ 助産に係る収入の明細（規則第３０条の３５の３第１項第２号ロ⑷） 

 分娩件数 助産に係る収入金額 

自由診療のうち助産に係る収入 ㉕      0 件 ㉖     0 円 

分娩件数（㉕）×５０万円  ㉗     0 円 

  

（記載上の注意事項） 

○ ⑨が㉖又は㉗の金額のうちいずれか低い方の金額と一致すること。 

添付資料 

  ○ 診療報酬規程 

 

 

 

 

 

定期の予防接種等 任意の予防接種のうち告示に定めるもの 

定期接種 13,301,265 円 麻しん 0 円 

任意予防接種 383,966 円 風しん 0 円 

 円 インフルエンザ 864,000 円 

 円 おたふくかぜ 138,600 円 

    

計 13,685,231 円 計 1,002,600 円 

  予防接種に係る収入合計 ㉔  141,687,831 円 



 

７ 介護保険法のサービス・事業（社会保険診療に含まれるものを除く。）に係る収入

の明細（規則第３０条の３５の３第１項第２号ロ⑸） 

   （記載上の注意事項） 

   ○ ⑩が㉘と一致すること。 

 

８ 障害福祉サービス・事業（社会保険診療に含まれるものを除く。）に係る収入の明

細（規則第３０条の３５の３第１項第２号ロ⑹） 

障害者の日常生活及び社会生活を 

総合的に支援するための法律 
児童福祉法 

介護給付費 0 円 障害児通所給付費 0 円 

特例介護給付費 0 円 特例障害児通所給付費 0 円 

訓練等給付費 0 円 障害児入所給付費 0 円 

特例訓練等給付費 0 円 特定入所障害児食費等給付費 0 円 

特定障害者特別給付費 0 円 障害児相談支援給付費 0 円 

特例特定障害者特別給付費 0 円 特例障害児相談支援給付費 0 円 

地域相談支援給付費 0 円   

特例地域相談支援給付費 0 円   

計画相談支援給付費 0 円   

特例計画相談支援給付費 0 円   

基準該当療養介護医療費 0 円   

地域生活支援事業 0 円   

    

計 0 円 計 0 円 

  障害福祉事業に係る収入合計 ㉙     0 円 

   （記載上の注意事項） 

   ○ ⑪が㉙と一致すること。 

 

 

 

 

 

第二種社会福祉事業 社会福祉事業以外 

居宅サービス事業 0 円 居宅サービス事業 31,215,836 円 

地域密着型サービス事業 0 円 地域密着型サービス事業 0 円 

介護予防サービス事業 0 円 介護予防サービス事業 16,101,244 円 

地域密着型介護予防サービ

ス事業 
0 円  0 円 

    

計 0 円 計 47,317,080 円 

  介護事業に係る収入合計 ㉘  47,317,080 円 



９ 補助金等に係る収入金額の明細（規則第３０条の３５の３第１項第２号ロ⑺） 

補助金等の名称 補助金等に係る収入金額 

高齢者あんしん相談センター市委託料 23,426,701  

  

  

合計 ㉚              23,426,701 円 

（記載上の注意事項） 

  ○ 国又は地方公共団体が直接又は間接に交付する補助金その他相当の反対給付を伴わない給付金

（固定資産の取得に充てるためのものを除く。）に係る収入金額及び国又は地方公共団体の委託

又は再委託を受けて行う事業に係る収入金額のうち、医療保健業務に係るものを記載すること。 

  ○ ⑫が㉚と一致すること。 

 

１０ 自費患者に対し請求する金額（規則第３０条の３５の３第１項第２号ハ） 

診療収入について、自費患者に請求する金額は、社会保険診療と同一の基準によ

り計算するか否か、いずれか該当する項目欄の□にチェックすること。 

   ☑ 同一の基準による 

   □ 同一の基準によらない 

 

１１ 本来業務に係る収入金額及び費用の額の明細（規則第３０条の３５の３第１項第 

２号ニ）  

病院、診療所、介護老人保

健施設及び介護医療院名 

本来業務に係る収入金額 

(Ａ) 

本来業務に係る費用の額

(Ｂ) 

割 合 

Ａ／Ｂ 

総合犬山中央病院 5,128,623,848 円 5,408,835,702 円 94.8 ％ 

   ％ 

合   計 ㉛ 5,128,623,848 ㉜ 5,408,835,702 94.8 ％ 

（記載上の注意事項） 

(1) 直近に終了した会計年度の本来業務に係る収入金額及び費用の額について、病院、診療所、介

護老人保健施設及び介護医療院の別に記載すること。 

(2) 本来業務に係る収入金額の合計㉛が、損益計算書の本来業務事業損益に係る事業収益の金額と

一致すること。 

(3) 本来業務に係る費用の額の合計㉜が、損益計算書の本来業務事業損益に係る事業費用の金額と

一致すること。 



  別 表 １  

医療法第４２条の２第１項第４号(ロを除く)の要件に該当する旨を説明

する書類 

 

                  社会医療法人 志 聖 会 

                 申請者名  理 事 長 竹 腰   篤    

               住  所 犬山市大字五郎丸字二タ子塚６  

 

 以下のとおり相違ありません。 

 

開設する全ての病院又は診療所 

救急医療等確保事業の別 

名  称 所  在  地 

社会医療法人志聖会 

総合犬山中央病院 
犬山市大字五郎丸字二タ子塚６ 救急医療 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

（記載上の注意事項） 

 ○「開設する全ての病院又は診療所」欄には、医療法第４２条の２第１項第５号の基準に適合 

するか否かに係わらず開設する病院又は診療所（指定管理者として管理する病院又は診療所 

を含む。）を全て記載すること。 

○２以上の都道府県の区域において病院又は診療所を開設する場合は、都道府県毎に順に記載 

すること。 

○「救急医療等確保事業の別」欄に記載する内容は、申請書（別添２－１）又は決算届（別添 

２－２）に記載した内容と一致していること。 



 別 表 ２  

医療法第４２条の２第１項第４号ロの要件に該当する旨を説明する書類 

                  社会医療法人 志 聖 会 

                 申請者名  理 事 長  竹 腰  篤    

 

               住  所： 犬山市大字五郎丸字二タ子塚６   

 

 以下のとおり相違ありません。 

 

１ 開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院 

名  称 所  在  地 
救急医療等確保事業の

別 

該当なし   

   

   

   

   

 

２ 隣接市町村（注）に開設する全ての診療所、介護老人保健施設及び介護医療院 

名  称 所  在  地 
救急医療等確保事業の

別 

該当なし  

   

  

（注）隣接市町村とは、当該医療法人の開設する病院の所在地を含む二次医療圏に隣接した市町村（当該病院の所

在地の都道府県以外の都道府県の市町村であり、特別区を含む。）のこと。 

 

（記載上の注意事項） 

 ○ 医療法第４２条の２第１項第５号の基準に適合するか否かに係わらず開設する病院、診療所

（指定管理者として管理する病院又は診療所を含む。）、介護老人保健施設及び介護医療院を全

て記載すること。 

○ 「救急医療等確保事業の別」欄に記載する内容は、申請書（別添２－１）又は決算届（別添

２－２）に記載した内容と一致していること。 

添付書類 

○ 当該医療法人が開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の所在地が

示された地図 


